
ＴＰＰ協定について

平成２８年６⽉
経済産業省



TPP協定の意義TPP協定の意義

２０１５年１０⽉５⽇、アトランタでのＴＰＰ閣僚会合にて⼤筋合意
２０１６年 ２⽉４⽇、オークランドでのＴＰＰ閣僚会合にて署名

○２１世紀のアジア太平洋にフェアでダイナミックな「⼀つの経済圏」を構築する試み。世界のＧＤＰの約４割、
⼈⼝の１割強を占める巨⼤な経済圏。

○ＴＰＰによりわが国のＦＴＡカバー率は２２．３％から３７．２％に拡⼤。

○物品関税だけではなく、サービス・投資の⾃由化を進め、さらには知的財産、電⼦商取引、国有企業など幅広い分
野（前⽂＋３０章）で新しいルールを構築。
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TPP協定の特徴TPP協定の特徴

○⾃動⾞や⾃動⾞部品、家電、産業⽤機械、化学をはじめ、我が国の輸出を⽀える⼯業製品について、１１カ国全
体で９９．９％の品⽬の関税撤廃を実現。

○サービス・投資等の分野で、中⼩企業も含めたわが国企業の海外展開を促進するルール、約束を数多く実現。

○原産地規則の完全累積制度の実現により、中間財等を⽣産する中堅・中⼩企業も、我が国に居ながらにしての海
外展開が可能。

＜投資＞
・投資先の国が、投資企業に対し技術移転等を要求することを禁⽌

＜貿易円滑化＞
・急送貨物の迅速な税関⼿続を確保するため、「６時間以内の引取」を明記
・関税分類等に関する事前教⽰制度を義務付け

＜ビジネス関係者の⼀時的⼊国＞
・多くの国で、滞在可能期間の⻑期化、家族の帯同許可等を実現

＜電⼦商取引＞
・デジタル・コンテンツへの関税賦課禁⽌。
・ソースコード（ソフトウエアの設計図）の移転、アクセス要求の禁⽌

＜知的財産＞
・模倣・偽造品等に対する厳格な規律
・地理的表⽰の保護を規定
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TPPは成⻑戦略の重要な柱TPPは成⻑戦略の重要な柱
○ＴＰＰによる新たなグローバル・バリューチェーンの創出は、多様な分野における⽣産技術の向上、イノベーションを促進

し、産業間・企業間の連携が進むこと等を通じて、新しい産業を創出し、我が国経済全体としての⽣産性向上につな
がることが期待される。

・⾼付加価値製品として売り込み
・⽇本の⼩売ノウハウも含め展開
・新たな市場、需要の開拓

アジアへの進出・⽣産が加速
◎投資・サービスの⾃由化
◎貿易円滑化
◎地銀を含めた⾦融サービスの進出
◎知的財産の保護
◎国有企業改⾰
◎ビジネス関係者の⼀時的な⼊国
◎電⼦商取引

東南アジア：
現地企業との提携による

⾐類の製造

北⽶・中南⽶マー
ケット

◎関税の撤廃・削減
◎原産地規則の「累積ルール」

A社（中⼩企業）：繊維メーカー
優れた技術やデザイン・企画⼒のある中堅・中

⼩企業が、東南アジアの⽣産拠点と連携し、北
⽶・中南⽶、さらにアジアの新興市場への展開
が可能に。

○ＴＰＰによる経済効果として、関税の削減効果にとどまらず、投資・サービスの⾃由化やグローバル・バリューチェーン
の創出がもたらす⽣産性向上効果等を含めた総合的な分析を⾏い、国⺠にわかりやすく提⽰する。

ＴＰＰ総合対策本部（本部⻑：内閣総理⼤⾂）第２回会合（H27.11.25）にて「総合的な
ＴＰＰ関連政策⼤綱」を決定。

中⼩企業によるグローバル・バリューチェーン構築を後押し（イメージ）
我が国への投資、⼈の往来促進
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＜アトランタ閣僚会合終了後の共同記者会⾒＞

2010年
3⽉ ニュージーランド、シンガポール、チリ、ブルネイ（P4協定加盟4カ国）、⽶、豪、ペルー、

ベトナムの８か国で交渉開始
10⽉ マレーシアが交渉参加(計9カ国に）

2011年
11⽉ APEC⾸脳会議、ＴＰＰ⾸脳会合（於：ホノルル）

2012年
11⽉ メキシコ、カナダが交渉参加

2013年
2⽉ ⽇⽶⾸脳会談：⽇⽶の共同声明を発出
3⽉ 安倍総理「交渉参加」表明
7⽉ ⽇本が交渉参加（於：マレーシア）
8⽉ ＴＰＰ閣僚会合（於：ブルネイ）
10⽉ ＴＰＰ⾸脳会合、閣僚会合（於：バリ）
12⽉ ＴＰＰ閣僚会合（於：シンガポール）

2014年
2⽉ ⽇⽶閣僚協議（於：ワシントン）、ＴＰＰ閣僚会合（於：シンガポール）
4⽉ ⽇⽶閣僚協議（於：ワシントン）、⽇⽶⾸脳会談、閣僚協議（於：東京）
5⽉ ＴＰＰ閣僚会合（於：シンガポール）
9⽉ ⽇⽶閣僚協議（於：ワシントン）

10⽉ ＴＰＰ閣僚会合（於：シドニー）
11⽉ ＴＰＰ⾸脳会合、閣僚会合（於：北京）

2015年
4⽉ ⽇⽶閣僚協議（於：東京）、⽇⽶⾸脳会談（於：ワシントン）

7⽉ ＴＰＰ閣僚会合（於：ハワイ）
9⽉-10⽉ ＴＰＰ閣僚会合（於：アトランタ）、⼤筋合意
2016年

2⽉ ＴＰＰ閣僚会合（於：オークランド）、署名式

ＴＰＰ協定交渉の経緯ＴＰＰ協定交渉の経緯
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ＴＰＰ協定の概要ＴＰＰ協定の概要
※前⽂に加え、以下の30章で構成。
（１）冒頭の規定及び⼀般的定義

TPP協定が締約国間のその他の国際
貿易協定と共存することができることを
認める。また、本協定の⼆以上の章に
おいて使⽤される⽤語の定義を定める。

（２）内国⺠待遇及び物品の
市場アクセス

物品の貿易に関して、関税の撤廃や
削減の⽅法等を定めるとともに、内国
⺠待遇など物品の貿易を⾏う上での基
本的なルールを定める。

（３）原産地規則及び原産地⼿続

関税の減免の対象となる「ＴＰＰ域
内の原産品（＝TPP域内で⽣産され
た産品）」として認められるための要件
や証明⼿続等について定める。

（４）繊維及び繊維製品

繊維及び繊維製品の貿易に関する
原産地規則及び緊急措置等について
定める。

（５）税関当局及び貿易円滑化

税関⼿続の透明性の確保や通関⼿
続の簡素化等について定める。

（６）貿易救済

ある産品の輸⼊が急増し、国内産業
に被害が⽣じたり、そのおそれがある場
合、国内産業保護のために当該産品
に対して、⼀時的にとることのできる緊
急措置（セーフガード措置）等につい
て定める。

（７）衛⽣植物検疫（SPS）措置

⾷品の安全を確保したり、動物や植
物が病気にかからないようにするための
措置の実施に関するルールについて定
める。

（８）貿易の技術的障害（TBT）

安全や環境保全等の⽬的から製品
の特性やその⽣産⼯程等について「規
格」が定められることがあるところ、これが
貿易の不必要な障害とならないように、
ルールを定める。

（９）投資

投資家間の無差別原則（内国⺠待
遇、最恵国待遇）、投資に関する紛
争解決⼿続等について定める。

（１０）国境を超える
サービスの貿易

内国⺠待遇，最恵国待遇，市場ア
クセス（数量制限等）に関するルール
を定める。

（１１）⾦融サービス

⾦融分野の国境を越えるサービスの提
供について、⾦融サービス分野に特有の
定義やルールを定める。

（１２）ビジネス関係者の
⼀時的な⼊国

ビジネス関係者の⼀時的な⼊国の許
可、要件及び⼿続等に関するルール及
び各締約国の約束を定める。

（１３）電気通信

電気通信サービスの分野について、通
信インフラを有する主要なサービス提供
者の義務等に関するルールを定める。

（１４）電⼦商取引

電⼦商取引のための環境・ルールを
整備する上で必要となる原則等につい
て定める。

（１５）政府調達

中央政府や地⽅政府等による物品・
サービスの調達に関して、内国⺠待遇
の原則や⼊札の⼿続等のルールについ
て定める。

（１６）競争政策

競争法の整備と締約国間・競争当
局間の協⼒等について定める。

（１７）国有企業及び
指定独占企業

国有企業と⺠間企業の競争条件の
平等を確保する国有企業の規律につい
て定める。

（１８）知的財産

特許権，商標権，意匠権，著作
権，地理的表⽰等の知的財産の⼗
分で効果的な保護、権利⾏使⼿続等
について定める。

（１９）労働

貿易や投資の促進のために労働基準
を緩和すべきでないこと等について定め
る。

（２０）環境

貿易や投資の促進のために環境基準
を緩和しないこと等を定める。

（２１）協⼒及び能⼒開発

協定の合意事項を履⾏するための国
内体制が不⼗分な国に、技術⽀援や
⼈材育成を⾏うこと等について定める。

（２２）競争⼒及びビジネスの
円滑化

サプライチェーンの発展及び強化、中
⼩企業のサプライチェーンへの参加を⽀
援すること等について定める。

（２３）開発

開発を⽀援するための福祉の向上等
や、⼥性の能⼒の向上、開発に係る共
同活動等について定める。

（２４）中⼩企業

中⼩企業のための情報、中⼩企業が
TPP協定による商業上の機会を利⽤す
ることを⽀援する⽅法を特定すること等
を定める。

（２５）規制の整合性

加盟国毎に複数の分野にまたがる規
制や規則の透明性を⾼めること等を規
定する。

（２６）透明性及び腐敗⾏為の
防⽌

協定の透明性・腐敗⾏為の防⽌のた
めに必要な措置等に関するルールに関
わる事項等を定める。

（２７）運⽤及び制度に関する規定

協定の実施・運⽤等に関するルール
など協定全体に関わる事項等を定める。

（２８）紛争解決

協定の解釈の不⼀致等による締約
国間の紛争を解決する際の⼿続につい
て定める。

（２９）例外

締約国に対するTPP協定の適⽤の例
外が認められる場合について定める。

（３０）最終規定

TPP協定の改正、加⼊、効⼒発⽣、
脱退等の⼿続、協定の正⽂等について
定める。
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国 ⽇本 ⽶国 カナダ 豪州 ＮＺ シンガポール

品⽬数ベース 95％ 100％※ 99％ 100％※ 100％ 100％

貿易額ベース 95％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

国 メキシコ チリ ペルー マレーシア ベトナム ブルネイ

品⽬数ベース 99％ 100％※ 99％ 100％※ 100％※ 100％

貿易額ベース 99％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

（※）⼀部品⽬について関税が残っているが、⼩数点第⼀位を四捨五⼊すると撤廃率100%となる。

ＴＰＰ交渉参加各国の関税撤廃率ＴＰＰ交渉参加各国の関税撤廃率

6



GDP※２

(⼗億ドル) ライン数 即時撤廃※３ 2〜11年⽬まで※４

撤廃
12年⽬以降

撤廃
⾮撤廃

（TRQ・削減等）
⽶国 16,663 2288 58.7% 35.3% 5.2% 0.8%
カナダ 1,839 1752 87.4% 7.1% 0.0% 5.4%
豪州 1,497 1125 99.6% 0.4% 0.0% 0.0%

メキシコ 1,262 1564 71.7% 20.1% 4.9% 3.4%
マレーシア 323 3030 96.3% 1.3% 2.1% 0.4%

シンガポール 302 1744 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
チリ 277 2107 95.5% 2.6% 0.0% 1.9%

ペルー 202 1328 83.9% 10.8% 1.9% 3.5%
NZ 185 1500 98.1% 1.9% 0.0% 0.0%

ベトナム 171 1744 46.3% 49.4% 3.6% 0.7%
ブルネイ 18 1744 98.8% 1.2% 0.0% 0.0%

11カ国平均 - - 85.1% 11.8% 1.6% 1.5%
（参考）⽇本 4,920 2594 52.9% 25.7% 3.7% 17.7%

※１：⽇本以外の国の農林⽔産品については、国際的な商品分類（HS2012）において1〜24、44及び46類に分類される農林⽔産物であって、農林⽔
産省所管品⽬とは⼀致しない（⽇本のライン数には含まれていない財務省所管の酒・たばこ類が含まれる）。

※２：2013年（出典：IMF）
※３：即時撤廃には既に無税の物品を含む。
※４：我が国の既存EPAの⾃由化率は11年⽬までに撤廃されるライン数の割合とされているため、11年⽬までで区分。

⽇本以外の国の関税撤廃等の状況（対⽇、農林⽔産品※１）：HS2012⽇本以外の国の関税撤廃等の状況（対⽇、農林⽔産品※１）：HS2012
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 ⽇本の農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤の重点品⽬の全てで関税撤廃を獲得

 ⽶国向け⽜⾁については、現⾏の⽶国向け輸出実績の20〜40倍に相当する数量の無税枠を獲得
 ⽶国（現⾏関税割当：⽇本向け枠200トン、枠内税率4.4セント/kg（１〜２％に相当、

枠外税率26.4%）：
・15年⽬に枠外税率撤廃
・⽇本向け無税枠3,000トン（当初）→6,250トン（14年⽬）（2014年の実績160トン）

 カナダ（現⾏26.5%）：6年⽬に撤廃
 メキシコ（現⾏20〜25%）：10年⽬に撤廃

 近年、輸出の伸びが著しいベトナム向けの⽔産物については、ブリ、サバ、サンマなど全ての⽣鮮⿂、冷凍⿂に
ついて、即時の関税撤廃を獲得
 ベトナム（現⾏18%）：即時撤廃

⽇本の輸出関⼼農林⽔産品⽬に関する協定の概要⽇本の輸出関⼼農林⽔産品⽬に関する協定の概要
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 ⼯業製品について、１１カ国全体で９９．９％の品⽬の関税撤廃を実現。
 輸出額で⾒ても、９９．９％を達成。（即時撤廃の割合は７６．６％）

 ＴＰＰ１１カ国全体
• 即時撤廃率：（品⽬数ベース）９５．３％、（貿易額ベース）９９．１％
• 関税撤廃率：（品⽬数ベース）１００％、 （貿易額ベース）１００％

 ＴＰＰ１１カ国全体
• 即時撤廃率：（品⽬数ベース）８６．９％、（貿易額ベース）７６．６％
• 関税撤廃率：（品⽬数ベース）９９．９％、（貿易額ベース）９９．９％
 各国別

合意の概要（⼯業製品の関税）

１．相⼿国側

国名 即時撤廃率 関税撤廃率
品⽬数ベース 貿易額ベース 品⽬数ベース 貿易額ベース

⽶国 ９０．９％ ６７．４％ １００％ １００％
カナダ ９６．９％ ６８．４％ １００％ １００％

ニュージーランド ９３．９％ ９８．０％ １００％ １００％
豪州 ９１．８％ ９４．２％ ９９．８％ ９９．８％

ブルネイ ９０．６％ ９６．４％ １００％ １００％
チリ ９４．７％ ９８．９％ １００％ １００％

マレーシア ７８．８％ ７７．３％ １００％ １００％
メキシコ ７７．０％ ９４．６％ ９９．６％ ９９．４％
ペルー ８０．２％ ９８．２％ １００％ １００％

シンガポール １００％ １００％ １００％ １００％
ベトナム ７０．２％ ７２．１％ １００％ １００％

※少数点第⼆位を四捨五⼊。但し、９９.９％以上１００％未満については、少数点第⼆位を切り捨て。
※即時撤廃率、関税撤廃率の算出にあたり、「品⽬数ベース」の数値については各国の２０１０年１⽉時点の国内細分に基づき計算、「貿易額ベース」の数値につい

ては、２０１０年における⽇本から各国への輸出額に基づき計算。

２．⽇本側
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 ⼯業製品の輸出額の１００％の関税撤廃を実現。
 ⾃動⾞部品（現⾏税率主に２．５％）については、８割以上の即時撤廃で合意。⽶韓FTAを上回る⽔準。

＜即時撤廃率＞⽇⽶（TPP） － 品⽬数：８７．４％、輸出額：８１．３％
⽶韓FTA － 品⽬数：８３．０％、輸出額：７７．５％

 乗⽤⾞（現⾏税率２．５％）については、１５年⽬から削減開始、２０年⽬で半減、２２年⽬で０．５％まで
削減、２５年⽬で撤廃。（TPP全体における、最⻑の関税撤廃期間は３０年⽬）

 家電、産業⽤機械、化学では、輸出額の９９％以上の即時撤廃を実現。
（例）家電：ビデオカメラ（現⾏税率：２．１％）を即時撤廃。

化学：プラスチック製品（現⾏税率２．１％〜６．５％）を即時撤廃。
 繊維・陶磁器等、地⽅中⼩企業に関連する品⽬についても関税撤廃を実現。

（例）陶磁器：対⽶輸出額の７５％を即時撤廃。
今治タオル：⽶国の現⾏税率９．１％を５年⽬に撤廃。

合意の概要（⼯業製品の関税）
①⽶国

 ⼯業製品の輸出額の１００％の関税撤廃を実現。
 乗⽤⾞（現⾏税率６．１％）については、５年⽬撤廃を実現。カナダ・EUFTAの８年⽬撤廃を上回る⽔準。
 ⾃動⾞部品（現⾏税率：主に６．０％）については、⽇本からの輸出の９割弱が即時撤廃。
＜即時撤廃率＞⽇加（TPP） － 品⽬数：９５．４％、貿易額：８７．５％

加韓FTA  － 品⽬数：７２．２％、貿易額：５９．１％
 化学、家電、産業⽤機械では輸出額の９９％以上の即時撤廃を実現。

②カナダ
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 ⼯業製品の輸出額の９８％以上が即時撤廃。残りも７年⽬までには完全無税化。

 ⼯業製品の輸出額の９４．２％が即時撤廃。⽇豪ＥＰＡ（８２．６％）を上回る⽔準。
 輸出の約５割を占める、乗⽤⾞、バス、トラック（現⾏税率５．０％）の新⾞は、輸出額の１００％

即時撤廃。⽇豪ＥＰＡ（輸出額の７５％が即時撤廃）を上回る⽔準。

 ⽇本企業が⾼い輸出関⼼を有する３，０００ｃｃ超の⾃動⾞について１０年⽬撤廃を実現
（７０％弱の⾼関税で保護。⽇越ＥＰＡにおいては関税撤廃は実現せず）。

合意の概要（⼯業製品の関税）
③ニュージーランド

⑤ベトナム（⽇越EPA：2009年10⽉1⽇発効）

④豪州（⽇豪EPA：2015年1⽉15⽇発効）
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１．原産地規則の統⼀
 ＴＰＰ特恵税率の適⽤が可能な１２カ国内の原産地規則の統⼀（事業者の制度利⽤負担の緩和）。
２．完全累積制度
 複数の締約国において付加価値・加⼯⼯程の⾜し上げを⾏い、原産性を判断する完全累積制度を採⽤。

合意の概要（原産地規則）
原産地分野の主な規定
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合意の概要（⾃動⾞の原産地規則）

①完成⾞の原産地規則

②⾃動⾞部品の原産地規則

 ⾃動⾞の原産地規則については、我が国完成⾞及び部品メーカーが、現在の
サプライチェーンの下で⼗分に対応できる内容を確保。

 ⾃動⾞部品については、基本的には、関税分類変更基準と付加価値基準の選択制であり、控除⽅式による付
加価値基準の場合は、品⽬に応じて４５％〜５５％。

 また、この控除⽅式による付加価値基準の場合に４５％を越える分については、構成部品について協定上明
記された加⼯⼯程のどれか⼀つでもＴＰＰ域内で⾏われれば原産性が付与される制度を導⼊。

 完成⾞については、控除⽅式による付加価値基準を⽤いる場合は、５５％。
 また、その場合における特定の部品７品⽬※１については、協定上明記された加⼯⼯程※２のどれか⼀つでもＴＰ

Ｐ域内で⾏われれば原産性が付与される制度を導⼊。
※１強化ガラス、合わせガラス、⾞体（普通⾞⽤のもの）、⾞体（トラック等⽤のもの）、

バンパー（部分品は含まない）、⾞体の部分品、⾞軸。
※２射出成形、鍛造、⾦属成形、等
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合意の概要（サービス・投資分野）

 投資の⾃由化
 特定措置の履⾏要求の原則禁⽌

投資受⼊国が、投資活動の条件として、投資家に以下のような特定の措置の履⾏を要求すること
を禁⽌
 ⼀定の⽔準⼜は割合の物品⼜はサービスを輸出すること
 ⼀定の⽔準⼜は割合の現地調達を達成すること
 ⾃国内で⽣産された物品を購⼊し、使⽤し、⼜は優先すること
 特定の技術、製造⼯程や財産的価値を有する知識を⾃国内の者に移転すること
 特定の技術を購⼊し、利⽤し、⼜は優先すること
 ライセンス契約に定める使⽤料を⼀定の率⼜は⾦額にすること、ライセンス契約の期間を⼀定の

期間にすること 等

 「国」対「投資家」の紛争解決⼿続（ＩＳＤＳ）の導⼊
→ 相⼿国政府から不当な扱いを受けて損害を被った際に、直接、国際仲裁へ訴えることが可能に。
※濫訴防⽌のために複数の規定が置かれている。
• 仲裁廷の権限の範囲外である申⽴て等を迅速に却下することを可能にする規定
• 全ての事案の審理・判断内容等を原則として公開することを義務付ける規定
• 時機に遅れた申⽴てを防⽌するために申⽴て期間を⼀定の年数（３年６か⽉）に制限する規定
• 仲裁廷は懲罰的損害賠償を命じることはできないとする規定等

 原則すべてのサービス及び投資分野を⾃由化の対象 とし、規制の根拠となる措置や分野を列挙。
 投資家と国との間の紛争の解決（ＩＳＤＳ）のための⼿続も規定。
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合意の概要（サービス・投資分野）

 投資・サービスの⾃由化
 我が国産業界からの主要関⼼分野であったコンビニを含む流通業における外資規制の緩和。

①ベトナム
ＴＰＰ発効後５年の猶予期間を経て、コンビニ、スーパー等の⼩売流通業の出店について、ベトナム全

⼟において、「経済需要テスト（Economic Needs Test）」※を廃⽌。
※出店地域の店舗数や当該地域の規模等に基づく出店審査制度

②マレーシア
⼩売業（コンビニ）への外資規制の緩和（コンビニへの外資出資禁⽌→出資上限 30％）
ライセンサー以外の企業（例えば、ライセンサーの出資者⼜は親企業）の出資が可能であると明確化。
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TPP協定の⾦融サービス章では、⾦融サービス分野における外資規制の緩和と、海外での活動を保護す
る規律の充実を図った
 外資規制の緩和

ベトナム：⼀定の海外投資家による地場銀⾏への出資⽐率を緩和 15％ ⇒ 20％
マレーシア：外国銀⾏の⽀店数の上限を拡⼤ 8⽀店 ⇒ 16⽀店
マレーシア：外国銀⾏の店舗外の新規ATM設置制限を原則撤廃

 海外での活動を保護する規律
 保険商品に対する承認等保険サービスの提供の迅速化のための⼿続 策定等の重要性につい

て是認
 電⼦⽀払カードサービスの国境を越える提供の許可

→ ⾦融サービス分野における外資規制の緩和や海外での活動の保護の充実により、我が国の⾦融
機関の海外展開が加速化することが期待される

合意の概要（⾦融サービス分野）
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TPP協定のビジネス関係者の⼀時的な⼊国章では、海外出張や駐在など、締約国間のビジネス関係
者の⼀時的な⼊国の許可、そのための条件、申請 ⼿続の迅速化及び透明性の向上等について規定
 申請⼿続

出⼊国管理に関する⽂書の申請の受領後、できる限り速やかに申請に関する決定を⾏い、申
請者に通知する

 情報の提供
ビジネス関係者の⼀時的な⼊国に関する最新の要件及び申請が処理される標準的な期間を公
表する

 ビジネス関係者の⼀時的な⼊国に関する⼩委員会
ビジネス関係者の⼀時的な⼊国を⼀層円滑にする機会等について検討する

→ 査証など出⼊国管理に関する⽂書の申請⼿続の迅速化、透明性の向上、法的安定性の増進
が期待される

→ ビジネス関係者の⼀時的な⼊国に関する⼩委員会が設置されることから、協定発効後も、我が
国の産業界からの要望について協議することが可能になる

合意の概要（査証などの申請⼿続の迅速化）
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短期の商⽤訪問者 企業内転勤者 投資家

豪州 ３か⽉まで
４年まで（経営幹部）、
２年まで（専⾨家）、

（更新可）
２年まで

※ブルネイ ３か⽉まで
(最⻑12か⽉まで更新可) ３年(最⻑５年まで更新可) ３か⽉まで

(最⻑12か⽉まで更新可)
※カナダ ６か⽉まで（更新可） ３年まで（更新可） １年まで（更新可）
※チリ 90⽇まで（更新可） １年まで（更新可） １年まで（更新可）

※マレーシア 90⽇まで
２年まで

（２年毎に更新可、
経営幹部は合計10年まで、
専⾨家は合計5年まで）

―

※メキシコ 180⽇まで １年（3回更新可） １年（3回更新可）
ニュージーランド 年間で合計３か⽉まで ３年まで ―

ペルー 183⽇まで １年まで（更新可） １年まで（更新可）
シンガポール 30⽇まで ― 30⽇まで

⽶国 約束しない
ベトナム ６か⽉ ３年（更新可） １年
⽇本 90⽇まで（更新可） ５年まで（更新可） ５年まで（更新可）

（※機械設備設置サービス提供者を含む。）

参考：ビジネス関係者の⼀時的な滞在：カテゴリー別滞在期間（抜粋）
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【ＴＰＰ協定の暫定仮訳＜抄＞（平成28年1⽉7⽇）】

第⼗⼋・五⼗⼀条 ⽣物製剤
１ 締約国は、新規の⽣物製剤の保護に関し、次のいずれかのことを⾏う。

(a) 締約国における⽣物製剤であり、⼜は⽣物製剤を含む新規の医薬品（注１、注２）の最初の販売承認に関し、当該締約国における当該医薬
品の最初の販売承認の⽇から少なくとも⼋年間、前条（開⽰されていない試験データその他のデータの保護）１及び３の規定を準⽤して実施するこ
とによる効果的な市場の保護について定めること。

(b) 締約国における⽣物製剤であり、⼜は⽣物製剤を含む新規の医薬品の最初の販売承認に関し、市場において同等の効果をもたらすために次のこと
を⾏うことによる効果的な市場の保護について定めること。
(i) 当該締約国における当該医薬品の最初の販売承認の⽇から少なくとも五年間、前条（開⽰されていない試験データその他のデータの保護）１

及び３の規定を準⽤して実施すること。
(ii) 他の措置をとること。
(iii) 市場の環境も効果的な市場の保護に寄与することを認めること。

医薬品の知的財産

（合意の概要）
医薬品の知的財産に関連する規定

① 特許期間延⻑制度（医薬品承認のための試験・審査によって特
許権による利益を享受できなくなった期間を勘案し特許期間の延⻑
を認める制度）

② 新薬のデータ保護期間の設定（５年以上。ただし⽣物製剤は８
年以上のデータ保護期間、⼜はその他の⼿段等による同等の保護を
⾏うこと）

③ 特許リンケージ（後発医薬品承認審査時に有効特許を考慮する
仕組み）

（対応）
・ ⽣物製剤のデータ保護を含め、現⾏の国

内関連制度の範囲内。

※ 新薬について、承認取得企業が実際に医療機関で使⽤したデータを集め、8年間の再審査期間が経過した後に有効性・安全性について再度確認するもの。当該期間中に他の企業が承認申請をす
る場合、新薬としての申請に必要な全てのデータの提出を求めており、新薬と同等性を⽰すことによる簡略なデータでの申請を認めていないので、実質上のデータ保護期間となっている。

【現⾏の国内制度】
①：最⻑５年までの特許期間延⻑制度
②：新薬について８年の再審査期間（※）
③：審査当局は、先発医薬品に含まれてい

る成分に特許が存在することにより後発医
薬品が製造できない場合は、後発医薬品
を承認しないこととしている

合意の概要（知的財産分野）
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【各合意の概要】
 特許
・ＴＲＩＰＳ協定等の既存の国際条約よりも広い特許付与範囲（植物由来発明や⽤途発明に関する

規定を含む）や、特許付与までの遅延に対する特許期間の調整を規定。
→ 広い範囲の技術に対して、有効な権利期間を有する特許権を取得することが可能となり、我が国企

業等のＴＰＰ域内への進出を促進することが期待される。

 商標
・国際的な商標の⼀括出願を規定した「マドリッド議定書」⼜は商標出願⼿続の国際的な制度調和と簡

略化を図るための「商標法シンガポール条約」の締結が義務付けられた。
→ これらの条約を締結していないマレーシア、カナダ、ペルー等における商標権取得の円滑化が図られるも

のと期待される。

・ 商標の不正使⽤について、法定損害賠償制度⼜は追加的損害賠償制度を設ける。
→ ＴＰＰ協定参加国内において、侵害を受けた権利者の⽴証負担の軽減や、賠償額の充実が図られ、

権利者の救済に資する。
なお、国内法の整備にあたっては、填補賠償原則など我が国の法体系に即したものとなるよう留意。
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 著作権
・著作物等の保護期間を著作者の死後５０年から死後７０年等とする。
→ ＴＰＰ協定締約国内において、国際的な制度調和に加え、⻑期的に⼈気を博する作品から継続的

に収益を得られることから、新たな創作活動へのインセンティブの向上や、新たなアーティストの発掘・育
成が期待される。
なお、国内の保護期間の延⻑により権利者不明著作物等の増加が予想されるため、協定締結を契

機として、権利者不明著作物等の利⽤円滑化⽅策について検討し、順次実施。

・故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を⾮親告罪とする。ただし、市場における著作物等の
利⽤のための権利者の能⼒に影響を与えない場合はこの限りではない。

→ ＴＰＰ協定締約国内において、悪質な海賊⾏為について、取締りの実効性を上げ、正規品流通を
促進できる。
なお、国内法の整備に当たっては、⼆次創作への萎縮効果を⽣じないよう、対象範囲を適切に限定。

・著作権等の侵害について、法定損害賠償制度⼜は追加的損害賠償制度を設ける。
→ ＴＰＰ協定締約国内において、侵害を受けた権利者の⽴証負担の軽減が図られ、権利者の救済に

資する。
なお、国内法の整備にあたっては、填補賠償原則など我が国の法体系に即したものとなるよう留意。

合意の概要（知的財産分野）
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 電⼦商取引に関する規定の導⼊
 国境を越える情報の移転の⾃由の確保
 サーバー等のコンピュータ関連設備の現地化（⾃国内設置）要求の禁⽌
 ソース・コード開⽰要求の禁⽌

→ ＩＴを活⽤して⽇本にいながら商品を販売する企業にメリット。

 模倣品・海賊版対策の強化
 模倣品・海賊版の⽔際での職権差⽌め権限の各国当局への付与
 商標権を侵害しているラベルやパッケージの使⽤や映画盗撮への刑事罰義務化など
→ 製品の模倣品の防⽌やブランド・技術の保護にメリット。
→ コンテンツの海賊版防⽌にメリット。

合意の概要（貿易円滑化/模倣品/電⼦商取引）

 貿易の円滑化
 貨物や急送便について迅速な引取りの許可

- 貨物：⾃国の関税法令の遵守を確保するために必要な期間内（可能な限り貨物の到着後
４８時間以内）に引取りを許可

- 急送便：通常の状況において、貨物が到着していることを条件に、必要な税関書類の提出後
６時間以内に引取りを許可

→ 海外の納⼊先への納⼊遅延リスクを軽減。オンライン通販などにもメリット。
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 国有企業に関する規定の導⼊
 国有企業の定義（主として商業活動に従事する次のいずれかの企業をいう。

• 締約国が５０％を超える株式を直接に所有する企業
• 締約国が持分を通じて５０％を超える議決権の⾏使を⽀配する企業
• 締約国が取締役会等の構成員の過半数を任命する権限を有する企業）

 国有企業及び指定独占企業章においては、締約国は、国有企業及び指定独占企業が、
• 物品⼜はサービスを購⼊⼜は販売する際に、商業的考慮に従い⾏動すること、
• 他の締約国の企業に対して無差別の待遇を与えることを確保すること、
• いずれの締約国も国有企業に⾮商業的な援助（贈与・商業的に存在するものよりも有利な条件

での貸付け等）によって他の締約国の利益に悪影響を及ぼしてはならないこと、
• 締約国は国有企業及び指定独占企業に関する情報を他の締約国に提供すること、
等を規定。

→ 海外で国有企業と取引しようとする企業にメリット。

合意の概要（国有企業分野）
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 政府調達分野に係る規定の導⼊
特定の政府機関が基準額以上の物品及びサービスを調達する際の規律を規定。
 公開⼊札を原則とすること
 ⼊札における内国⺠待遇及び無差別原則
 調達の過程の公正性及び公平性
 適⽤範囲のさらなる拡⼤（地⽅政府を含む） に関する交渉

※マレーシア、ベトナム及びブルネイは、ＷＴＯ政府調達協定（ＧＰＡ）を締結しておらず、⽇本との⼆国間
ＥＰＡにおいてもＧＰＡと同⽔準の規定は置かれていない。これらの３か国との間では、ＴＰＰ協定の政府
調達章の対象調達について、内国⺠待遇、無差別待遇原則及び調達⼿続の透明性確保に係る詳細な
⼿続規則が、初めて国際約束として規定された。

合意の概要（政府調達分野／中⼩企業分野）

 中⼩企業分野に係る規定の導⼊
 各締約国はＴＰＰ協定の本⽂等を掲載するための⾃国のウェブサイトを開設し、中⼩企業のための情報を含

めること
 ⼩委員会を設置して中⼩企業が本協定による 商業上の機会を利⽤することを⽀援する⽅法を

特定すること
等を規定。
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 世界のGDPの約４割（3,100兆円）という、かつてない規模の経済圏をカバーした経済連携。⼈⼝８億⼈という巨⼤市場が創出される。TPPはアベノミクスの 「成⻑戦略の切
り札」となるもの。

 本政策⼤綱は、ＴＰＰの効果を真に我が国の経済再⽣、地⽅創⽣に直結させるために必要な政策、及びＴＰＰの影響に関する国⺠の不安を払拭する政策の⽬標を明らかに
するもの。

 本⼤綱に掲げた主要施策については、既存施策を含め不断の点検・⾒直しを⾏う。また、農林⽔産業の成⻑産業化を⼀層進めるために必要な戦略、さらに、我が国産業の海外
展開・事業拡⼤や⽣産性向上を⼀層進めるために必要となる政策については、２８年秋を⽬途に政策の具体的内容を詰める。

 本⼤綱と併せ、ＴＰＰについて国⺠に対する正確かつ丁寧な説明・情報発信に努め、ＴＰＰの影響に関する国⺠の不安・懸念を払拭することに万全を期す。

＜ＴPPの活⽤促進＞

1 丁寧な情報提供及び相談体制の整備

○ＴＰＰの普及、啓発
○中堅・中⼩企業等のための相談窓⼝の整備

2 新たな市場開拓、グローバル・バリューチェーン
構築⽀援

○中堅・中⼩企業等の新市場開拓のための総合的
⽀援体制の抜本的強化（「新輸出⼤国」コンソー
シアム）

○コンテンツ、サービス、技術等の輸出促進
○農林⽔産物・⾷品輸出の戦略的推進
○インフラシステムの輸出促進
○海外展開先のビジネス環境整備

新輸出⼤国 グローバル・ハブ（貿易・投資の国際中核拠点） 農政新時代

＜⾷の安全、知的財産＞

＜TPPを通じた「強い経済」の実現＞

1 TPPによる貿易・投資の拡⼤を国内の経済再⽣
に直結させる⽅策

○イノベーション、企業間・産業間連携による⽣産性
向上促進

○対内投資活性化の促進

2 地域の「稼ぐ⼒」強化

○地域の関する情報発信
○地域リソースの結集・ブランド化

＜農林⽔産業＞

1 攻めの農林⽔産業への転換（体質強化対策）

○次世代を担う経営感覚に優れた担い⼿の育成
○国際競争⼒のある産地イノベーションの促進
○畜産・酪農収益⼒強化総合プロジェクトの推進
○⾼品質な我が国農林⽔産物の輸出等需要
フロンティアの開拓

○合板・製材の国際競争⼒の強化
○持続可能な収益性の⾼い操業体制への転換
○消費者との連携強化、規制改⾰・税制改正

２ 経営安定・安定供給のための備え（重要５品
⽬関連）

○⽶（政府備蓄⽶の運営⾒直し）
○⻨（経営所得安定対策の着実な実施）
○⽜⾁・豚⾁、乳製品（畜産・酪農の経営安定
充実）

○⽢味資源作物(加糖調製品を調整⾦の対象)

○輸⼊⾷品監視指導体制強化、原料原産地表⽰
○特許、商標、著作権関係について必要な措置
○著作物等の利⽤円滑化等

総合的なＴＰＰ関連政策⼤綱（平成27年11⽉25⽇決定）
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○海外展開を図る中堅・中⼩企業に対して、専⾨家が寄り添い、技術開発から市場開拓に⾄るまで、様々な段階に応じて、場
合によっては、複数の機関が連携して、総合的な⽀援を提供する。

26
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 ⼀般財団法⼈海外産業⼈材育成協会

 株式会社海外需要開拓⽀援機構

 独⽴⾏政法⼈⼯業所有権情報・研修館

 独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構

 株式会社国際協⼒銀⾏

 株式会社商⼯組合中央⾦庫

 ⼀般財団法⼈⾷品産業センター

 国⽴研究開発法⼈
新エネルギー・産業技術総合開発機構

 ⼀般社団法⼈全国銀⾏協会

 全国商⼯会連合会

 ⼀般社団法⼈全国信⽤⾦庫協会

 ⼀般社団法⼈全国信⽤組合中央協会

 ⼀般社団法⼈全国地⽅銀⾏協会

 全国中⼩企業団体中央会

 ⼀般社団法⼈第⼆地⽅銀⾏協会

 独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構

 ⼀般社団法⼈中⼩企業診断協会

 ⼀般財団法⼈電気安全環境研究所

 ⼀般財団法⼈⽇本規格協会

※新輸出⼤国コンソーシアムは、地⽅⾃治体、⾦融機関、商⼯会議所、商⼯会等の、コンソーシアムを通じて中堅・中⼩企業の海外展開に貢献することが期待
される⽀援機関が参加を希望する場合には、参加していくこととする。「⽀援機関」とは、⾃らが中堅・中⼩企業の海外展開のための⽀援施策を講ずる機関を⾔う。

 ⽇本商⼯会議所

 株式会社⽇本政策⾦融公庫

 ⽇本税理⼠会連合会

 公益社団法⼈
⽇本ニュービジネス協議会連合会

 ⼀般財団法⼈⽇本品質保証機構

 ⽇本弁護⼠連合会

 ⽇本弁理⼠会

 ⼀般社団法⼈⽇本貿易会

 独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構

 独⽴⾏政法⼈⽇本貿易保険

 経済産業省

１．新輸出⼤国コンソーシアムを構成する機関（３０機関）

 ⾦融庁
 総務省

 外務省
 財務省

２．関係省庁
 農林⽔産省
 国⼟交通省

新輸出⼤国コンソーシアムの事務局は、ＪＥＴＲＯが担うこととする。事務局

関係機関等関係機関等
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②紹介

中堅・中⼩企業

事務局
(JETRO)

④ニーズに応じた⽀援
・助⾔、戦略策定⽀援
・マッチング、販路開拓、⼈材
確保のサポート等

１．海外ビジネスに精通した専⾨家をＪＥＴＲＯに配置
（企業のニーズに応じて最⼤４００⼈確保）。専⾨
家は個々の中堅・中⼩企業を担当し、以下のような総
合的⽀援を⾏う。
a. TPP・EPA等の活⽤⽅策等についての助⾔、企業

の海外事業戦略の策定⽀援
b. ⽀援機関が提供する⽀援措置の中から、適切な

⽀援を事業者が受けられるよう調整
c. 現地でのマッチング、販路開拓、海外⼯場・

店舗⽴上げ、⼈材確保のサポート等
d. 専⾨分野（法律、会計等）での個別相談⽀援

等
２．専⾨家による⽀援を希望する中堅・中⼩企業は、⾦融

機関や商⼯会議所等、⽀援機関の窓⼝を通じて、Ｊ
ＥＴＲＯに応募できるようにする。

３．各⽀援機関は、専⾨家の派遣を受け、本格的に海外
展開に取り組むこととなる事業者に対しては、補助⾦等
の審査において加点したり、⼿続を簡略化するなどの優
遇措置を検討する。

⽀援機関B

⽀援機関A

③
各
企
業
の
担
当
と

な
る
専
⾨
家
を
指
定

①
専
⾨
家
⽀
援
の
応
募

・⽀援機関の⽀援措
置を受けられるよう調
整

専⾨家

・⽀援の実施
・優遇措置の
検討

専⾨家による⽀援専⾨家による⽀援
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⽀援機関は、相互に連絡・調整をしながら、ニーズに応じた⽀援を提供。

海外においても、JETRO事務所・在外公館等が緊密に連携し、会
員証の付与を受けた中堅・中⼩企業を⽀援。

支援機関Ｂ 支援機関Ｃ

支援機関Ａ
事務局

（ＪＥＴＲＯ）

会員証の付与

相談

ID番号を管理

中堅・中⼩企業

ＨＩＤＡ・
ＡＯＴＳ

その他機関

ＪＥＴＲＯ
事務所

在外公館
相談

連携中堅・中⼩企業

連携

連携

連携

会員証を提⽰して円滑な
相談・⽀援を確保

会員証を提⽰して円滑な相
談・⽀援を確保

３万⼈にのぼる
同窓会ネットワーク

情報共有

国内

海外

会員証の活⽤による⽀援機関相互の連携会員証の活⽤による⽀援機関相互の連携
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 ２⽉２６⽇の新輸出⼤国コンソーシアムの設⽴以降、⽀援機関のネットワークを拡⼤するため、全国
で⽀援機関向けの説明会を開催。

 現在、全国で７００を越える⽀援機関が参加（５⽉２７⽇時点、速報値）。今後も、参加機関の
拡⼤に務め、⽀援メニューの⼀層の充実を図る。

支援機関 機関数

1. 政府・政府関係機関等 30
2. 自治体 265
3. 地域支援機関等 70
4. 商工会議所・商工会 112
5. 地方銀行 99
6. 信用金庫 117
7. その他の金融機関（都市銀行、リース、損保等） 25
合計 718

①⽀援機関の構成

②各⽀援機関が提供する優遇措置等
（１）ＮＥＤＯは、中堅・中⼩企業向け助成事業（※）の実施にあたり、「海外市場獲得への期待」を評価項⽬の

１つとして設定。申請書の提出に際して、JETROの推薦状の添付を受け付ける取組を開始。（※平成２７年度補正
中堅・中⼩企業への橋渡し研究開発促進事業）

（２）電気安全環境研究所（JET)、⽇本品質保証機構(JQA)、は、新輸出⼤国コンソーシアムの会員に対して、
認証制度等に係る相談についての優遇制度を設ける。また、海外産業⼈材育成協会（AOTS・HIDA）は、海
外市場開拓等に係る相談についての優遇制度を設ける⽅向で検討中。（※初回の相談に限り、⼀定の時間の料⾦について優
遇する等を検討）

⽀援機関ネットワークの拡⼤⽀援機関ネットワークの拡⼤
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北海道
24社

沖縄
4社

３⽉１４⽇の⽀援受付開始以降、 644社に対して会員証を
発⾏し、専⾨家を割り当て、⽀援を開始（５⽉２７⽇時点）

農産品：８１社(12.6%)
⽔産品：１１社(1.7%)
⼯業品：３３４社(51.9%)
⼩売業：４２社(6.5%)
卸売業：６９社(10.7%)
その他サービス：１０７社(16.6%)

⽀援対象企業の業種

福岡 35社
佐賀 11社
⻑崎 7社
熊本 3社
⼤分 3社
宮崎 5社
⿅児島 7社

福岡 35社
佐賀 11社
⻑崎 7社
熊本 3社
⼤分 3社
宮崎 5社
⿅児島 7社

九州
7１社

⿃取 5社
島根 1社
岡⼭ 21社
広島 19社
⼭⼝ 7社

⿃取 5社
島根 1社
岡⼭ 21社
広島 19社
⼭⼝ 7社

中国
53社

福井 8社
滋賀 3社
京都19社
⼤阪 37社
兵庫 23社
奈良 5社
和歌⼭ 1社

福井 8社
滋賀 3社
京都19社
⼤阪 37社
兵庫 23社
奈良 5社
和歌⼭ 1社

近畿
96社

⻘森 5社
岩⼿ 4社
宮城 31社
秋⽥ 1社
⼭形 5社
福島 4社

⻘森 5社
岩⼿ 4社
宮城 31社
秋⽥ 1社
⼭形 5社
福島 4社

東北
50社

茨城 12社
栃⽊ 5社
群⾺ 7社
埼⽟ 18社
千葉 14社
東京 100社
神奈川 38社
新潟 8社
⼭梨 6社
⻑野 9社
静岡 17社

茨城 12社
栃⽊ 5社
群⾺ 7社
埼⽟ 18社
千葉 14社
東京 100社
神奈川 38社
新潟 8社
⼭梨 6社
⻑野 9社
静岡 17社

関東
234社

岐⾩ 11社
愛知 43社
三重 6社
富⼭ 17社
⽯川 12社

岐⾩ 11社
愛知 43社
三重 6社
富⼭ 17社
⽯川 12社

中部
89社

徳島 5社
⾹川 8社
⾼知 5社 愛
媛 5社

徳島 5社
⾹川 8社
⾼知 5社 愛
媛 5社

四国
23社

農産品, 81
社

水産品, 11
社

工業品, 
334社

小売業, 42
社

卸売業, 69
社

その他

サービス, 
107社

新輸出⼤国コンソーシアムの受付状況新輸出⼤国コンソーシアムの受付状況
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コンビニエンス・ストアとJETROとの連携推進に関する協議会
○TPPにより、流通業の外資規制緩和など、サービス・投資の⾃由化が進展し、コンビニエンス・ストアを始め

とする流通産業の海外展開のチャンスが拡⼤。
○コンビニエンス・ストアの海外展開は、⾷品、⽇⽤品など⽇本の優れた産品・商品の海外店舗での販売を

通じ、我が国中堅・中⼩企業の海外展開の機会に。
○コンビニエンス・ストア業界とJETROで、TPPを契機としたコンビニの海外展開、中堅・中⼩企業の商品の

海外店舗における販売⽀援等を進めるための協議会を設⽴。（1⽉18⽇第１回協議会開催）

コンビニ各社
ＴＰＰにより流通産業の
海外展開のチャンス拡⼤

現地との価格競争
現地の許認可基準の曖昧さ
商品の品質管理
物流の不安定さ 等

⽇本の優れた産品・商品

海外の消費者

●関税撤廃
●サービス・投資の⾃由化
●通関⼿続の円滑化
●電⼦商取引に関する規定の導⼊
●ビジネス関係者の⼀時的な⼊国に

関する規定の導⼊ 等

コンビニエンス・ストアの海外展開の促進や、⾷品、⽇⽤品など⽇
本の優れた産品・商品の海外展開の機会拡⼤を⽬指す。
コンビニエンス・ストアの海外展開に当たっての課題解決の⽅策や、

⽇本産品のテスト販売に対するＪＥＴＲＯの⽀援策を議論。

ＪＥＴＲＯ
（国内45拠点、海外73拠点）

コンビニエンス・ストアとＪＥＴＲＯとの
連携推進に関する協議会

中堅・中⼩企業

コンビニの海外展開に
当たっての課題（例）

現地ニーズ把握
相⼿国政府への働きかけ等

（オブザーバー）
経済産業省

⽇本ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ協会
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１．コンビニエンス・ストア等の⼩売・流通業との連携による販路開拓に向けた総合的⽀援
 「新輸出⼤国コンソーシアム」の専⾨家やジェトロの国内事務所を通じて寄せられた、海外での販売

を希望する⽇本の優れた⾷品・⽇⽤品等の商品の情報をコンビニエンス・ストアやスーパー・マーケット
等（コンビニ等）に対して定期的に紹介する仕組み（窓⼝・ルート）を整備

 本年11⽉、ジェトロとコンビニ２社（ファミリーマート及びミニストップ）及びイオンが連携し、ベトナムに
おけるコンビニ最⼤200店舗及びイオン店舗で⽇本商品のテスト販売を実施。商談会も開催

 平成28年度内に、シンガポールなど、ASEANの別の地域においてテスト販売
 「新輸出⼤国コンソーシアム」による現地ニーズを踏まえた商品開発やプロモーションの⽀援

２．海外進出に当たっての諸課題の解決（販売規制、通関、検疫⼿続等）
 ジェトロを事務局とする「ホーチミン海外展開協議会」を設⽴（第１回会合を4⽉19⽇に開催）
 輸出先国の衛⽣管理基準、販売許可、通関、検疫⼿続の処理等を促進するため、ジェトロが「輸

出規制等対応チーム」とも連携し、地域毎に取組
 特に、ベトナム、インドネシア、中国を重点的に取り組むべき地域として特定し、ジェトロ本部内に担

当を置き、現地事務所と連携しながら問題解決を図るための体制を整備し、実効性のある取組を
実施

３．現地の⼩売・流通業で活躍するグローバル⼈材の育成
 ⽇本の⼤学がジェトロと提携して開設する次世代のグローバル⼈材養成講座において、留学⽣も含

め、⽇本の⼩売・流通等に関する教育を⾏う

４．商圏分析等による現地ニーズ把握 33

コンビニエンス・ストアとJETROとの連携に関する今後の取組について(概要)(平成28年5⽉30⽇)



農林⽔産業の輸出⼒強化戦略について
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（株）タナカマイスター（兵庫県⼩野市、従業員７⼈）
• 海外製刃物の普及により出荷が減少する中、「ＪＡＰＡＮﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ

⽀援事業」を活⽤し、播州刃物ブランドを磨き上げ。
• 職⼈による⾼品質に加え、デザイナー派遣を通じて美しいデザインを

確⽴し、欧⽶を中⼼に、アジアではシンガポールで販路開拓を実現。
（株）⼤成プラス：樹脂・成型メーカー（東京都中央区、従業員４３⼈）
• ⾦属と樹脂の接合技術を開発し、国際標準化（ＩＳＯ）を実現。
• 国際標準化を機に、海外市場を含めた⾃動⾞や航空機分野

への本格参⼊を展開中。

アルミ樹脂

（有）佐賀ダンボール商会（佐賀県有⽥町、従業員２２⼈）
• 「地域資源事業」を活⽤し、世界初の磁器製万年筆などの有⽥焼

⾼付加価値商品を開発・販売。
• ⽶国、台湾、ロシア、中国などの⾼級百貨店等と代理店契約

（２０１４年度輸出実績１０００万円、２０２０年度の⽬標１０億円）に⾄る。

（１）ブランド⼒の確⽴や技術開発、商品開発による海外展開
• これまでも様々な中堅・中⼩企業が積極的な海外展開を実現。

（株）サカモトセミナー：学習塾（⼤阪府⼤阪市）
• 代表が独⾃開発した算数の⽂章題解法が⼈気となり、東南アジア（シンガポール、タイ、

インドネシア、フィリピン、ベトナム、マレーシア）で約２００校、⽣徒数約３万⼈規模で
事業展開。

中堅・中⼩企業の海外展開の具体例①中堅・中⼩企業の海外展開の具体例①
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（株）ラクエ（⻑野県川上村、従業員２５⼈）
• ⽇本の栽培技術を⽤いてベトナムでレタスを栽培。サンドイッチ⽤に現地のファミリー

マートなどに納⼊。

• 単独で海外に展開するだけではなく、⼤企業や他業種とともに海外展開を図る動きも活発化。
（例）農商⼯連携、サービス業と他業種の連携

（２）⼤企業や他業種と連携しての海外展開①

⼩売業と商品納⼊企業の連携
• ファミリーマートは、アジアの店舗で販売しているプライ

ベートブラント約４００品⽬のうち、約１００品⽬が
⽇本からの輸出。

• 同社は、台湾、中国、ベトナムなどのアジアの店舗で販
売する⾷品、⽇⽤品などを⽇本の中⼩企業から公募
する等、中⼩企業の海外展開も⽀援。

(株)壮関(栃⽊県⽮板市、従業員１８０名)
• ⽇本国内でファミリーマートのプライベートブラン

ドとして販売されている三陸産茎わかめをベト
ナムでテスト販売した際、ベトナムでの⼀⽇の
平均販売数は⽇本での販売数を上回った。

（株）福岡⼤同⻘果（福岡県福岡市、従業員１６７⼈）
• シンガポール、マレーシア向けに、⼤気調整コンテナと鮮度保持技術を組み合わせた、

海運による⻘果物輸出事業及び農業⽣産者と⼀体となったブランディングに取り組
み。

中堅・中⼩企業の海外展開の具体例②中堅・中⼩企業の海外展開の具体例②
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（株）岸保産業（愛知県稲沢市、従業員４０⼈）：厨房機器の卸売業者
• 和⾷の調理に要する厨房⽤品を在庫として持ち、現地ニーズへの

即応体制を確⽴するため、シンガポールに販売拠点を設⽴した。

（株）協和機電⼯業（⻑崎県⻑崎市、従業員４８７⼈）：製造・保守点検業
• ⽔処理施設等事業を請け負うプラントメーカー。中国では、

⽇系半導体⼯場排⽔処理や⽔再⽣処理施設を受注。その後、
⾹港の⾷品メーカー等の⽔処理施設など海外現地企業からも
受注。

ＩＴ企業と加⼯⾷品、⼯芸品等事業者の連携（四国）
• 四国４県のＩＴ企業で構成する四国ＩＴ協同組合（愛媛県松⼭市）は

四国の加⼯⾷品、⼯芸品等の事業者と連携して台湾、中国での
四国の特産品販売を計画中。

• 現地店舗の商品棚で電⼦看板、電⼦アンケートなど先端ＩＴ技術を⽤いた商品紹介を実施。顧客
の反応を踏まえて⽇本から遠隔操作で商品紹介や商品の棚の状態、売れ⾏き動向、客の導線を改
善するとともに、四国から事業者が直接商品をＰＲするライブ中継も計画。

• 商品は組合がいったん買い取ることで、事業者にとっては売れ残りリスクを取らずにすむ形とすることを計
画。

（２）⼤企業や他業種と連携しての海外展開②

中堅・中⼩企業の海外展開の具体例③中堅・中⼩企業の海外展開の具体例③
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 ＴＰＰを契機として中堅・中⼩企業が海外展開の拡⼤を検討する動きや、ＴＰＰを契機
とした輸出・販売拡⼤への期待を寄せる例が顕在化。

（１）⾃社製品の輸出拡⼤への期待

（株）共進（⻑野県諏訪市、従業員１６５⼈）
• 独⾃の⾦属接合技術を活かし、フランジ付シャフトなどの⾃動⾞部品を製造

する精密⾦属加⼯の専⾨メーカーとして活動。
• ⽇本から北⽶への⾃動⾞部品の輸出拡⼤を計画。

（株）ソトー（愛知県⼀宮市、従業員２６５⼈）：
⽑織物製造業（メンズスーツ、ファッション⾐料等）

• ＴＰＰ発効を⾒据えて、ベトナム繊維企業（＝国有企業）と業務提携。
• ⽇本でデザインや商品企画を実施。⾼付加価値織物は⽇本で⽣産し、労

働コストの低いベトナムで縫製。
• ＴＰＰにより⽶国の繊維関税が撤廃されるので、ベトナムから⽶国へ輸出。

今後、原産地規則を満たす供給網の実現を⽬指す。

ＴＰＰを契機とした中堅・中⼩企業による海外展開の萌芽①ＴＰＰを契機とした中堅・中⼩企業による海外展開の萌芽①
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（２）国内への出荷増への期待
（株）ダイヤ精機（東京都⼤⽥区、従業員３４⼈）：⾦型・測定具などの設計・製作・販売
• ⾃動⾞・部品メーカー等向けの⾦型や測定具などを設計・製作・販売。
• ＴＰＰにより、取引先の⾃動⾞・部品メーカー等の輸出が拡⼤することで⾦型や測定具などの

受注拡⼤を期待。

（株）ケーヒン（東京都新宿区、従業員４１７０⼈）：エンジン部品等の製造メーカー
• 同社は、インドネシア等でベトナム向の⼆輪⾞⽤エンジン部品を製造しているが、ＴＰＰの発効も⾒据え、インド

ネシア等から⽇本に⽣産の⼀部を移すことも視野に⼊れている。
• それにより、同社に部品を納⼊する中⼩企業の納⼊拡⼤が期待される。

（３）地域産品等の輸出拡⼤への期待
陶磁器
• 特に⽶国は、現段階で最も⼤きい輸出先国であり、ＴＰＰを活⽤するメリットあり。
• 例えば美濃焼（岐⾩）などで、近年の⽇本⾷ブームを背景に、海外の展⽰会等で、⽇本⾷とともに⾷器を紹介す

る動きあり（現⾏税率：対⽶輸出最⼤２８％）。

タオル
• タオルに関する⾼関税(⽶国9.1%、カナダ１７％）の撤廃により、輸出拡⼤に期待。
• 例えば今治や泉州などの地域において、「使いごこち」にこだわった⾼品質のタオルをブランド化

（⽇本で⽷から⽣産）する動きあり。
⾼級洋⾷器
• 例えば⼭崎⾦属⼯業（新潟県燕市、従業員５４⼈）において、⾼品質なステンレス製洋⾷器を製造（ノーベル

賞の晩餐会で使⽤）。
• 同社は、⽶国（現⾏税率：最⼤０〜８.２％）への輸出に向けて「⾼級品では関税撤廃はプラス」とＴＰＰの⼤

筋合意を歓迎。

￥

ＴＰＰを契機とした中堅・中⼩企業による海外展開の萌芽②ＴＰＰを契機とした中堅・中⼩企業による海外展開の萌芽②
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 ＴＰＰが発効し、その効果により我が国が新たな成⻑経路（均衡状態）に移⾏した時点において、実質Ｇ
ＤＰ⽔準は＋2.6％増、2014年度のＧＤＰを⽤いて換算すると、約14兆円の拡⼤効果が⾒込まれる。ま
た、その際、労働供給は約80万⼈増と⾒込まれる。

 分析結果にあるＧＤＰ増等の効果は、⼀時的な需要増加ではなく、⽣産⼒の⾼まりである。ＴＰＰによる貿
易・投資の拡⼤によって、⽣産性が上昇し、労働供給と資本ストックが増加することで、真に「強い経済」が実
現することになる。より具体的には、以下のメカニズムで、新たな持続的成⻑経路へ移⾏することを想定してい
る。

○ＧＤＰ変化
：＋2.59％（＋13.6兆円）
*実質ＧＤＰは524.7兆円（2014年度）

○労働供給変化
：＋1.25％（＋79.5万⼈）
*労働⼒⼈⼝は6,593万⼈、就業者数は
6,360万⼈（2014年度）

（注）なお、 2013年政府統⼀試算と同様の⼿法（関税率引下げ効果のみを考慮）をとると、ＧＤＰ変化：＋0.34％
（2014年度のＧＤＰで換算すると、＋1.8兆円）（政府統⼀試算では＋0.66％（＋3.2兆円））となる。

民間消費, 1.59

投資, 0.57

政府消費, 0.43

輸出, 0.60

輸入, -0.61

GDP, 2.59

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

ＴＰＰの純効果

（％）

ＴＰＰ協定の経済効果分析（平成27年12⽉24⽇公表）ＴＰＰ協定の経済効果分析（平成27年12⽉24⽇公表）

ＧＤＰ変化と需要項⽬別の寄与
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1. ＴＰＰが2030年までに我が国のＧＤＰを約2.7％押し上げると試算。
2. この結果は、我が国の分析結果（ＧＤＰを約2.6％押し上げ）と近い数字。
3. 世銀の報告書においては、モデル分析は、貿易実績をベースにするため、新たなバリューチェーン・新製品が創

出される効果を描ききれず、ＴＰＰ等の効果を過⼩評価しがちであること、また、世銀の分析モデルにおいても、
⽣産性上昇のメカニズムは部分的なものにとどまっていることを指摘。これは、ＴＰＰを活⽤して貿易、投資を
促進することの経済効果が実際は更に⼤きいという可能性を⽰唆。

世界銀⾏グループ「Global Economic Prospects」第4章（ 2016年1⽉６⽇公表）

内閣官房（2015年12⽉24⽇） 世界銀⾏（2016年１⽉６⽇）
モデル ＣＧＥ（ＧＴＡＰ） ＣＧＥ

外⽣変化
〇関税引下げ率 ＴＰＰ協定前と協定の最終税率の差を利⽤して

引下げ率を算出
同左。ただし、協定税率の利⽤実績を勘案した調整（引下げ率の
２／３）

（ＴＰＰ以外の扱い） 既存ＥＰＡの効果を除外 同左
〇⾮関税障壁削減 ⾮関税措置のうち、貿易円滑化効果等を物流パ

フォーマンス指標の改善で仮定
⽶韓ＦＴＡでの21分野における⾮関税障壁撤廃指数を援⽤し、
ＴＰＰでの引下げ率を仮定

内⽣変化
〇資本蓄積 資本ストックが投資によって増加 同左
〇⽣産性向上 貿易開放度（輸出⼊総額／ＧＤＰ）の増減に

より⽣産性上昇率が増減（弾⼒性は0.15と想
定）

関税措置等の引下げにより企業の⽣産コストが変化し、輸出⼊が
変化。その結果、各産業内の⾼⽣産性企業の⽐率が上昇（低⽣
産性企業は退出）し、事後的な平均⽣産性は上昇（メリッツ効
果）

〇労働供給 実質賃⾦変化率に対応して労働供給が増減
（弾⼒性は0.8と想定）

不明

内閣官房と世界銀⾏の分析の⽐較

世界銀⾏のＴＰＰの経済効果に関する分析の概要世界銀⾏のＴＰＰの経済効果に関する分析の概要
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○2017年に協定が発効すると仮定し、発効15年⽬の2032年には協定全体が概ね実施されている
と仮定。2032年までの主要な経済効果は以下のとおり（基準予測値との⽐較）。

⽶国国際貿易委員会（ITC）報告書
「TPP:⽶国経済及び各セクターへのあり得べき影響」(2016年5⽉18⽇)(概要)

⽶国国際貿易委員会（ITC）報告書
「TPP:⽶国経済及び各セクターへのあり得べき影響」(2016年5⽉18⽇)(概要)
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経済効果
実質所得 573億ドル（0.23%）の増加
実質GDP 427億ドル（0.15%）の増加
雇⽤ 0.07%（128,000⼈フルタイム雇⽤と同等）の増加
輸出額 272億ドル（1.0%）の増加
輸⼊額 489億ドル（1.1%）の増加
新規FTA国（注）への輸出額 346億ドル（18.7%）の増加
新規FTA国（注）からの輸⼊額 234億ドル（10.4%）の増加

セクター別の効果
農業及び⾷料品部⾨ 100億ドル（0.5%）の増加
サービス部⾨ 423億ドル（0.1%）の増加
製造業、天然資源、エネルギー部⾨ 108億ドル（0.1%）の減少

（注）TPP署名12か国中、⽶国にとって新規FTA相⼿国となるのはブルネイ、⽇本、マレーシア、NZ、ベトナム。



我々、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、⽇本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペ
ルー、シンガポール、⽶国及びベトナムの閣僚は、本⽇、環太平洋パートナーシップに署名したことを発表で
きることを嬉しく思う。

５年以上の交渉の後、我々は、アジア太平洋地域にとって歴史的な成果を⽰すＴＰＰの全ての合意を
公式なものにできることを光栄に思う。

ＴＰＰは、世界で最も速く成⻑し、最もダイナミックな地域の⼀つにおいて貿易及び投資の新しい基準を
設定する。我々署名国は、世界のＧＤＰの約４割、８億⼈以上の市場及び約３分の１の世界の貿易
を占める。我々の⽬標は、我々の国⺠すべての繁栄を強化し、雇⽤を創出し、持続可能な経済発展を
促進することである。

協定の署名は、重要な節⽬であり、ＴＰＰの次の局⾯の始まりを⽰す。我々の焦点は、現在、各国の国
内⼿続の完了に向けられている。

我々は、域内に渡る多くの他のエコノミーが表明している関⼼を認識する。この関⼼は、ＴＰＰを通じ、将
来のより広範囲な経済統合のための⾼い基準を促すプラットフォームを創設するという我々の共有された⽬
的を確認している。

環太平洋パートナーシップ閣僚声明（仮訳）
2016年２⽉４⽇（オークランド、署名式）
環太平洋パートナーシップ閣僚声明（仮訳）
2016年２⽉４⽇（オークランド、署名式）
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